
クリッピングサービスのご案内 

 岩手日報の紙面から必要な記事を切り抜き、複製して関連部署などに配布する「クリッピング」を   

利用する場合は、岩手日報社の許諾が必要です。 

ご利用方法と料金 

 

 

 

 

 

利用料金は、基本料金＋（利用する職員数×単価）となっています。 

クリッピング料金とは別に、1 年間の新聞購読契約（デジタル版含む）が必要です。 

 

 

 

・記事を複写して利用 

・申し込み事業所内での利用

に限る 

・電子利用は不可 

紙 
・記事スキャンデータを使用 

・原則閲覧のみ可能 

・公開可能期間は２週間 

・期間終了後は送受信者ともにデ

ータを削除 

・データの保存・蓄積は禁止 

イントラ 
・記事スキャンデータを使用 

・原則閲覧のみ可能 

・送信２週間後に送受信者とも

にデータを削除 

・ダウンロード不可 

・データの保存・蓄積は禁止 

メール配信 

（１）岩手日報社が著作権を有する記事・写真・挿絵・図案・数表・グラフ等とする 

著作権がどこに帰属するか分からない場合は、電話、メール等でコンテンツ事業部（019 ｰ 601 ｰ 4646）に確認すること 

（２）利用記事には「岩手日報●年●月●日掲載」と出所を明示し、「コピー、転載禁止」と明記した上で利用する 

（３）事件・事故・犯罪・裁判等の記事の利用については、個人の人権・プライバシーの保護に十分配慮すること 

（４）記事の内容、見出し、レイアウトの変更はできません 

（５）利用記事の再複製や転載、第三者への提供を禁じます 

（６）利用許諾の対価：年間一括して、支払うこととする 

（７）岩手日報の品位、信用を傷つけたり、報道の自由を侵害するような利用はしないこと 

（８）契約期間は 1年間。解約・契約延長は、契約期間終了の 1か月前までにご連絡すること 

ご利用希望、お見積を検討される場合は、岩手日報社 HP にある           

クリッピング申込書に必要事項をご記入の上、下記までお送りください。 

 
 

■お問い合わせ先■ 

岩手日報社コンテンツ事業部 〒020-8622 岩手県盛岡市内丸３－７ 

電話：019-601-4646 メール：chosakuken@iwate-np.co.jp 

ご利用の際の順守事項  


